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電子メール試験運用の開始について 

 

 標記について、先にお知らせの通り、福島市の「電子町内会推進事業

参入」（令和 8年 4月 1日開始）方針について、第 2回役員会にて承認

されました。 これに基づき、本年 11 月 1 日（土）より「市役所からの通

知・回覧文書の電子メール化」について試験運用を行います。 

本件につきましては、当面、これまで通り回覧版と電子メールの併用で

行っていく方針ですが、すでにメール登録されている会員につきまして

は、双方の利便が享受できます。電子メールによる情報の「迅速性、省力

化、省資源化、および保存化」等々、多くのメリットが期待出来ます。是

非、ご活用ください。  

 


